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(57)【要約】
【課題】一度のスリット光の走査により、任意の断面線
における断面形状を検査することができる形状検査装置
及び形状検査方法を提供する。
【解決手段】撮像光学系１２を用いて被検査物２０の形
状を検査する形状検査装置１０であって、被検査物２０
にスリット光を投射する投射手段１３と、スリット光の
走査により被検査物２０上に順次形成される形状線を撮
像する撮像手段１４と、順次形成された各形状線の撮像
データに基いて、被検査物２０の三次元形状を点群デー
タとして取得する点群データ取得手段と、点群データに
基いて表示された被検査物に、入力に応じて切断線を設
定する切断線設定手段と、切断線に対応した点群データ
により、切断線における被検査物２０の断面形状を算出
する断面形状算出手段とを備えている。
【選択図】図１



(2) JP 2012-37487 A 2012.2.23

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像光学系を用いて被検査物の形状を検査する形状検査装置であって、
　被検査物にスリット光を投射する投射手段と、
　前記スリット光の走査により被検査物上に順次形成される形状線を撮像する撮像手段と
、
　前記順次形成された各形状線の撮像データに基いて、被検査物の三次元形状を点群デー
タとして取得する点群データ取得手段と、
　前記点群データに基いて表示された被検査物に、入力に応じて切断線を設定する切断線
設定手段と、
　前記切断線に対応した前記点群データにより、前記切断線における被検査物の断面形状
を算出する断面形状算出手段とを備えたことを特徴とする形状検査装置。
【請求項２】
　被検査物の点群データから得られた三次元形状の基準面を設定する基準面設定手段を備
えており、前記断面形状算出手段は被検査物の断面形状を、前記基準面を基準とする座標
系に変換して算出する請求項１に記載の形状検査装置。
【請求項３】
　前記断面形状算出手段が算出した断面形状の特徴量を算出する特徴量算出手段を備えて
いる請求項１又は２に記載の形状検査装置。
【請求項４】
　あらかじめ設定された基準値に基いて前記特徴量の良否を判定する判定手段を備えてい
る請求項３に記載の形状検査装置。
【請求項５】
　撮像光学系を用いて被検査物の形状を検査する形状検査方法であって、
　被検査物にスリット光を投射し、
　前記スリット光の走査により被検査物上に順次形成される形状線を撮像し、
　前記順次形成された各形状線の撮像データに基いて、被検査物の三次元形状を点群デー
タとして取得し、
　前記点群データに基いて表示した被検査物に切断線を設定し、
　前記切断線に対応した前記点群データにより、前記切断線における被検査物の断面形状
を算出することを特徴とする形状検査方法。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検査物の三次元形状の点群データに基いて、任意の断面線における断面形
状を検査することができる形状検査装置及び形状検査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検査物にスリット光を照射して被検査物の形状を検査する検査装置が知られている。
このような検査装置においては、スリット光照射により、被検査物の表面に形成された形
状線を撮像し、この形状線における断面形状を求めることができる。そして、この断面形
状に基いて被検査物の形状を検査することができる。
【０００３】
　また、被検査物の表面にスリット光を走査することにより、走査範囲内の各形状線にお
ける断面形状を求めることができ、被検査物の容積の算出も可能になる。例えば、下記特
許文献１、２には、１スリット毎に容積を算出し、これらを積分して被検査物全体の容積
を求める測定装置が提案されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平４－３０１７０７号公報
【特許文献２】特開平８－９４３３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記のような検査装置では、スリット光の走査を終えた後においては、
評価可能な断面はスリット光の走査により被検査物の表面に形成された形状線における断
面に限られる。このため、スリット光の走査により形成された形状線とは異なる形状線に
おける断面を評価するには、改めて評価対象の位置を切断する形状線が得られるように、
スリット光を走査する必要があった。
【０００６】
　例えば複数の溶接ビードのそれぞれについて、異なる切断線における断面の評価が必要
な場合には、各溶接ビードのそれぞれについて、スリット光の走査方向を変えて評価断面
を取得する必要があった。また、検査対象が円形や湾曲形状の場合、これらの形状に沿っ
てスリット光を走査させる必要があり、複雑かつ高度な制御が必要であった。
【０００７】
　本発明は、前記のような従来の問題を解決するものであり、一度のスリット光の走査に
より、任意の断面線における断面形状を検査することができる形状検査装置及び形状検査
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために、本発明の形状検査装置は、撮像光学系を用いて被検査物の
形状を検査する形状検査装置であって、被検査物にスリット光を投射する投射手段と、前
記スリット光の走査により被検査物上に順次形成される形状線を撮像する撮像手段と、前
記順次形成された各形状線の撮像データに基いて、被検査物の三次元形状を点群データと
して取得する点群データ取得手段と、前記点群データに基いて表示された被検査物に、入
力に応じて切断線を設定する切断線設定手段と、前記切断線に対応した前記点群データに
より、前記切断線における被検査物の断面形状を算出する断面形状算出手段とを備えたこ
とを特徴とする。
【０００９】
　本発明の形状検査方法は、撮像光学系を用いて被検査物の形状を検査する形状検査方法
であって、被検査物にスリット光を投射し、前記スリット光の走査により被検査物上に順
次形成される形状線を撮像し、前記順次形成された各形状線の撮像データに基いて、被検
査物の三次元形状を点群データとして取得し、前記点群データに基いて表示した被検査物
に切断線を設定し、前記切断線に対応した前記点群データにより、前記切断線における被
検査物の断面形状を算出することを特徴とする。
【００１０】
　前記本発明においては、取得した被検査物の三次元形状の点群データに基いて被検査物
を表示し、この表示した被検査物に切断線を設定することになる。そして、設定した切断
線に対応した点群データにより、切断線における被検査物の断面形状を算出することがで
きる。切断線を設定する時点では、被検査物の三次元形状の点群データは取得済みである
。このため、被検査物上の任意の位置に切断線を設定しても、切断線に対応した点群デー
タが得られ、設定した切断線における断面形状を算出することが可能になる。すなわち、
本発明によれば、一度のスリット光の走査により、任意の断面線における断面形状を検査
することが可能になる。
【００１１】
　前記本発明においては、被検査物の点群データから得られた三次元形状の基準面を設定
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する基準面設定手段を備えており、前記断面形状算出手段は被検査物の断面形状を、前記
基準面を基準とする座標系に変換して算出することが好ましい。この構成によれば、スリ
ット光の走査時に、被検査物が位置決めばらつきや溶接による被検査物の歪みにより、傾
斜や高さのばらつきが生じている場合であっても、被検査物に傾斜や高さのばらつきが生
じていない状態における被検査物の断面形状を算出することができる。
【００１２】
　断面形状の検査は、数値表現した断面形状の特徴量に基いて行うことにより、断面形状
に求める品質に応じた検査が可能になる。断面形状の特徴量としては、例えば、幅、高さ
、重心、断面積が挙げられる。これらの特徴量は、断面形状を算出した点群データに基い
て算出可能である。このため、本発明においては、断面形状算出手段が算出した断面形状
の特徴量を算出する特徴量算出手段を備えていることが好ましい。この構成によれば、求
める品質に応じた検査が可能になるとともに、複数の特徴量を算出することにより多面的
な検査が可能になる。
【００１３】
　また、本発明においては、あらかじめ設定された基準値に基いて前記特徴量の良否を判
定する判定手段を備えていることが好ましい。この構成によれば、算出した特徴量の自動
判定ができるので、検査が容易になる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明においては、取得した被検査物の三次元形状の点群データに基いて被検査物を表
示し、この表示した被検査物に切断線を設定することになる。そして、設定した切断線に
対応した点群データにより、切断線における被検査物の断面形状を算出することができる
。切断線を設定する時点では、被検査物の三次元形状の点群データは取得済みである。こ
のため、被検査物上の任意の位置に切断線を設定しても、切断線に対応した点群データが
得られ、設定した切断線における断面形状を算出することが可能になる。すなわち、本発
明によれば、一度のスリット光の走査により、任意の断面線における断面形状を検査する
ことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る形状検査装置の概略図。
【図２】被検査物をレーザ光源からのスリット光で走査している様子を示す斜視図。
【図３】図２の形状線２２～２４の点群データを表示した図。
【図４】本発明の一実施形態に係る形状検査のフローチャート。
【図５】被検査物をスリット光で走査途中の状態を示す斜視図。
【図６】被検査物上に、点群データに対応する点群を示した模式図。
【図７】基準面の設定の様子を示す斜視図。
【図８】（ａ）図は断面線を設定する様子を示す斜視図、（ｂ）図は設定した断面線を示
す斜視図。
【図９】（ａ）図は断面線と点群との関係を摸式的に示した平面図、（ｂ）図は、（ａ）
図における断面線上の点及び断面線近傍の点を抜き出した図。
【図１０】（ａ）図は図９（ｂ）の断面線４２上及びその近傍の点群データにより、断面
線４２における断面の外形線を図示した図、（ｂ）図は（ａ）図の座標系を変換して表示
した図。
【図１１】断面線の設定の別の例を示す斜視図。
【図１２】断面検査の別の例を示した図であり、（ａ）図は点群データと近似曲線との関
係を示した図、（ｂ）図は（ａ）図のＡ部の拡大図。
【図１３】断面線のさらに別の例を示す斜視図。
【図１４】複数の溶接ビードが形成された被検査物の走査途中の状態を示した図。
【図１５】本発明の別の一実施形態に係る形状検査装置の概略図。
【発明を実施するための形態】
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【００１６】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら説明する。図１は本発明の一
実施形態に係る形状検査装置の概略図を示している。形状検査装置１０は、ケース１１内
に撮像光学系１２を収納している。撮像光学系１２は、投射手段であるレーザ光源１３と
撮像手段である計測カメラ１４（ＣＣＤカメラ）とで構成されている。ステージ１５上に
は、被検査物２０が載置されている。
【００１７】
　形状検査装置１０は、コンピュータを備えており、図１に示した画像処理部３０、制御
部３１、入力部３２及び表示部３３は、コンピュータの構成部分である。レーザ光源１３
からは、スリット光が発せられる。このスリット光を被検査物２０に投射すると、被検査
物２０上には被検査物２０の形状に沿って、形状線が形成されることになる。この形状線
は計測カメラ１４で撮像され、計測カメラ１４からの信号は、画像処理部３０に送られる
。画像処理部３０では、形状線を点群として認識し、この点群の各点における３次元座標
を光切断法により算出する。
【００１８】
　制御部３１の制御により、撮像光学系１２をＸ軸方向に移動させると、レーザ光源１３
からのスリット光は被検査物２０上をＸ軸方向に走査することになる。図１では撮像光学
系１２を移動させる例を示しているが、ステージ１５を移動させてもよい。
【００１９】
　スリット光の走査に伴い、被検査物２０上には連続的に新たな形状線が順次形成される
ことになる。これらの順次形成される形状線を撮像することにより、被検査物２０の全体
に亘り形状線の点群データを取得できる。このことにより、被検査物２０全体の点群デー
タを取得でき、被検査物２０の三次元形状を計測することが可能になる。以下、図２、３
を参照しながら三次元形状の計測についてより具体的に説明する。
【００２０】
　図２は、被検査物２０をレーザ光源１３（図１）からのスリット光で走査している様子
を示す斜視図である。被検査物２０は凸状部２１を形成している。スリット光はＸ軸方向
に走査され、被検査物２０の全体がスリット光で走査されることになる。スリット光の走
査により、被検査物２０上にはＸ軸方向における位置を変えながら形状線が順次形成され
ることになる。図２では、凸状部２１の後方部、中央部及び前方部の３個所における形状
線２２～２４を図示している。形状線２２～２４は、それぞれ計測カメラ１４（図１）で
撮像される。
【００２１】
　形状線２２～２４における断面形状は、光切断法によって求めることができる。具体的
には以下の通りである。図１に示したように、計測カメラ１４の光軸は、被検査物２０の
垂直線（Ｚ軸）に対して傾斜している。一方、図２において、被検査物２０は凸状部２１
が形成されているので、形状線２２～２４は、Ｙ軸方向において、高さ（Ｚ軸方向）が変
化している。したがって、各形状線の計測カメラ１４による撮像画像は、凸状部２１の高
さの変化に応じて、高さが変化していることになる。
【００２２】
　この撮像画像における形状線の高さを、画像処理部３０（図１）において、三角測量法
により実際の高さに換算して、形状線の点群の各点における３次元座標が算出されること
になる。
【００２３】
　図３（ａ）～（ｃ）は、それぞれ形状線２２～２４の点群データを表示した図である。
形状線のデータは、点群データの集合体として取得される。点群における各点のデータは
、３次元座標（Ｘ軸上の値、Ｙ軸上の値、Ｚ軸上の値）で表される。例えば図３（ａ）の
形状線２２においては、各点のＸ軸上の値は共通である。図３（ａ）は、Ｙ軸方向におけ
る高さ（Ｚ軸方向）の変化を図示していることになる。したがって、図３（ａ）は、図２
の凸状部２１の形状線２２における断面形状の計測値を示していることになる。
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【００２４】
　図３（ａ）～（ｃ）に示された各形状線の点群データの３次元座標は、Ｘ軸上の値が共
通である。しかしながら、被検査物２０の全体をスリット光で走査することにより、被検
査物２０の全体に亘り形状線の点群データが得られることになる。このことにより、被検
査物２０全体の点群データを取得でき、被検査物２０の３次元形状を計測することができ
ることになる。
【００２５】
　ここで、被検査物２０の三次元形状を計測した段階では、得られる被検査物２０の断面
形状は、スリット光の走査で形成された形状線における断面形状に限られる。例えば、形
状線と傾斜した方向の断面線における断面形状や形状線と直交する方向における断面形状
を算出することはできない。本実施形態では、被検査物２０の三次元形状のデータに基い
て、形状線とは異なる断面線における断面形状が得られるようにしている。このことにつ
いて、具体例を参照しながら説明する。
【００２６】
　図４は、本実施形態に係る形状検査のフローチャートである。図５は、被検査物２６を
示す斜視図である。被検査物２６には穴２７を囲むように溶接ビード２５が形成されてい
る。形状検査には、図１に示した形状検査装置１０を用いる。以下、図４のフローチャー
トに沿って、図５に示した被検査物２６の形状検査について説明する。
【００２７】
　最初に、被検査物２６全体の点群データを取得する（図４のステップ１００）。点群デ
ータの取得は、制御部３１（図１）が備える点群データ取得手段により行う。点群データ
の取得方法は、図２、３を用いて説明した通りである。すなわち、被検査物２６の全体を
スリット光で走査することにより、被検査物２６の全体に亘り形状線の点群データが得ら
れ、被検査物２６全体の点群データを取得することができる。
【００２８】
　図５は、被検査物２６をスリット光で走査途中の状態を示した斜視図である。図５の例
では、スリット光の投射により溶接ビード２５上に形状線２８が形成されている。スリッ
ト光の走査により、Ｘ軸方向の位置を変えながら形状線が順次形成されていくことになる
。画像処理部３０（図１）は、順次形成される各形状線の点群データを取得することによ
り、被検査物２６全体の点群データを取得する。図６は、被検査物２６上に、取得した点
群データに対応する点群を示した模式図である。点群データ取得後は、図６に示した被検
査物２６上の各点における３次元座標が取得されていることになる。
【００２９】
　点群データの取得後は、被検査物２６の３次元形状を表示部３３（図１）に表示する（
図４のステップ１０１）。具体的には、図１の画像処理部３０で算出された点群データは
、制御部３１に送られる。制御部３１では点群データの３次元座標に基いて３次元形状を
作成し、これを表示部３３に出力する。
【００３０】
　ユーザは、表示部３３の３次元形状に基いて基準面を設定する（図４のステップ１０２
）。被検査物２６は治具により位置決めされているが、位置決めのばらつきや溶接による
被検査物２６の歪みにより、被検査物２６に傾斜や高さのばらつきが生じる場合がある。
この場合は、溶接基準面に対する溶接ビード２５の正確な高さは得られないことになる。
例えば、被検査物２６が傾斜している場合、被検査物２６の水平面は傾斜面として算出さ
れ、溶接ビード２５は、傾斜面上の凸部として算出されることになる。したがって、この
算出状態において、水平線を基準として溶接ビード２５の高さを計測しても、溶接基準面
に対する溶接ビード２５の正確な高さは得られないことになる。
【００３１】
　本実施形態では、制御部３１（図１）は基準面設定手段を備えており、形状検査をする
前に基準面を設定するようにしている。基準面は被検査物２６の例では、被検査物２６の
点群データから算出した平面であり、被検査物２６の水平面とみなすことができる平面で
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ある。基準面の設定後は、制御部３１の基準面設定手段は、検査断面を基準面を基準とす
る座標系に変換して算出するようにしている。このことにより、検査断面を被検査物２６
に傾斜が生じていない状態における形状で算出することができる。
【００３２】
　図７は基準面の設定の様子を示す斜視図である。被検査物２６の面上に円３４、円３５
及び円３６を選択している。この選択は、表示部３３（図１）の画面を見ながら、入力部
３２（図１）による入力により行う。この入力は、例えばマウスクリックにより行うこと
ができる。
【００３３】
　前記の通り、被検査物２６の点群データは取得済みであるので、３つの円３０～３２内
における点群データも取得済みである。したがって、３つの円３４～３６内における点群
データを用いて、近似平面を求めることができ、これを基準面とする。図７では、３つの
円を選択しているが、基準面の精度を高めるために、４つ以上の円を選択してもよい。ま
た、各選択位置は分散していることが望ましい。例えば、矩形状の被検査物であれば、４
隅の近傍を選択位置とするのがよい。被検査物２６の例では、基準面を平面としたが、基
準面は平面に限らず曲面でもよい。曲率のある被検査物や溶接歪みの大きい被検査物の場
合は、基準となる自由曲面を算出しこれを基準面とすればよい。
【００３４】
　次に、ユーザは、表示部３３（図１）の３次元形状に基いて、断面線を設定する（図４
のステップ１０３）。図８は、断面線を設定する様子を示す斜視図である。図８（ａ）で
は被検査物２６の面上に、始点４０と終点４１とを設定している。この設定は、表示部３
３（図１）の画面を見ながら、例えばマウスクリックにより入力部３２（図１）で行う。
【００３５】
　図８（ｂ）では、始点４０と終点４１とを結ぶ断面線４２が設定されている。本実施形
態では、制御部３１（図１）は切断線設定手段を備えている。切断線設定手段は、始点と
終点とが設定されると、始点と終点とを最短経路で結んで断面線を設定する。
【００３６】
　断面線４２が設定されると、断面線４２における断面形状の算出が開始する（図４のス
テップ１０４）。断面形状の算出は、制御部３１（図１）が備える断面形状算出手段によ
り行う。断面形状の算出について、図９を参照しながら説明する。図９（ａ）は、断面線
４２と点群４３との関係を摸式的に示した平面図である。図９（ｂ）は、図９（ａ）にお
ける断面線４２上の点及び断面線４２近傍の点を抜き出した図である。
【００３７】
　図９（ａ）、（ｂ）において、断面線４２上における点は、断面線４２における断面の
外形線上の点になる。前記の通り、点群４３の各点における３次元座標は取得している。
このため、断面線４２の線上の各点の３次元座標を用いて、断面線４２における断面の外
形線を算出でき、断面線４２における断面形状を算出できることになる。
【００３８】
　一方、断面線４２上における点の数が不足している場合もある。このため、本実施形態
では、断面線４２の近傍の点についても、断面線４２上の点として、断面形状の算出に用
いるようにしている。断面線４２の近傍の範囲については、点群における点の密度に応じ
てユーザが設定できるようにしておけばよい。
【００３９】
　図１０（ａ）は、断面線４２上及びその近傍の点群データにより、断面線４２における
断面の外形線を図示したものである。この外形線は、点群データから得られた点を移動平
均処理したものである。図１０（ａ）において下に凸になった部分が図８の穴２７に対応
し、上に凸になった部分が溶接ビード２５に対応している。
【００４０】
　前記の通り、被検査物２６が傾斜して位置決めされている場合は、被検査物２６の水平
面は傾斜面として算出され、溶接ビード２５は、傾斜面上の凸部として算出されることに
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なる。この場合、図１０（ａ）の表示は、画面上の水平軸及び垂直軸を２軸とする座標系
を基準とした場合は、被検査物２６が傾斜した状態で表示されていることになる。
【００４１】
　本実施形態では、前記の通り被検査物２６の平面とみなすことができる基準面をあらか
じめ設定している。このため、画面上の表示を基準面を基準とする座標系に変換すること
により、被検査物２６に傾斜が生じていない状態で断面形状を表示することができる。
【００４２】
　図１０（ｂ）は、水平軸を基準面上の線に変換している。このため図１０（ｂ）では、
水平軸が被検査物２６の水平面上の線であり、表示された形状は被検査物２６の水平面が
傾斜していない状態を表示していることになる。
【００４３】
　図１０（ｂ）の断面形状に基づいて、溶接ビードの判定に用いる各種特徴量を算出する
（図４のステップ１０５）。特徴量の算出は、制御部３１（図１）が備える特徴量算出手
段により行う。特徴量としては、例えばビード幅Ｗ、ビード高さＨ、重心Ｇ、断面積Ｓが
挙げられる。これらの特徴量は、図１０（ｂ）の表示に変換後の点群データから算出可能
である。
【００４４】
　各種特徴量の算出手順は、制御部３１（図１）にあらかじめ設定されている。一方、ユ
ーザは、検査対象の断面形状に応じて、必要な特徴量及びこの特徴量の算出位置、範囲を
入力しておく。特徴量の算出は、制御部３１（図１）が備える特徴量算出手段により行う
。特徴量算出手段は、あらかじめ設定してある算出手順に基いて、ユーザの入力した算出
要領に従い各種特徴量を算出する。
【００４５】
　各種特徴量の算出後は、あらかじめ登録している各種特徴量の許容範囲と比較し、算出
した各種特徴量の良否を判定する（図４のステップ１０６）。この判定は、制御部３１（
図１）が備える判定手段により行う。例えば、各種特徴量がビード幅Ｗ、ビード高さＨ、
重心Ｇ及び断面積Ｓとした場合は、これらの特徴量の許容範囲（上限値及び下限値）を登
録しておく。そして、各種特徴量の算出値のそれぞれが、各種特徴量の許容範囲内にある
ときに良品であると判定する。
【００４６】
　以上、被検査物２６について、断面線４２における断面の断面検査について説明したが
、断面線４２は一例であり、各種断面線を設定することができる。図１１は、断面線の設
定の別の例を示す斜視図である。図１１の例では、０から９の番号を付した１０本の放射
線状の断面線を設定している。
【００４７】
　断面線の設定及び断面形状の算出は、断面線４２の場合と同様である。すなわち、始点
と終点とを設定すれば、断面線が自動設定され（図４のステップ１０３）、各断面線にお
ける断面形状が算出されることになる（図４のステップ１０４）。
【００４８】
　図１１では、さらに放射状の各断面線を横切るように、円弧状の断面線３７を設定して
いる。このことにより、番号０から９の各切断線における断面形状において、円弧状の断
面線３７の位置における高さを知ることができる。図１１のように、放射線状の断面線や
円弧状の断面線を設定することにより、より詳細な断面検査が可能になる。
【００４９】
　図１２は、断面検査の別の例を示した図である。図１２（ａ）は、点群データと近似曲
線との関係を示している。図１２（ｂ）は、図１２（ａ）のＡ部の拡大図を示している。
図１２（ａ）に示した点群データは、断面線上の点群データであり、近似曲線３８は点群
データから算出した近似曲線である。図１２（ｂ）において、点群中の点と近似曲線３８
とのずれΔｈを凹凸と定義し、図１２（ａ）の点群全体についてΔｈを算出することによ
り、断面形状の表面が滑らかであるかどうかを判定することが可能になる。
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【００５０】
　図１３は、切断線の設定のさらに別の例を示す斜視図である。被検査物５１は、平面部
上に縦長に蛇行した凸状の溶接ビード５０が形成されている。断面線４４、４５及び４６
は、放射状に伸びており、図１１の例と同様に各断面線における断面形状を算出すること
ができる。図１３の例では、溶接ビード５０の縦長の蛇行形状に沿って、曲線の断面線４
７を設定している。この設定によれば、溶接ビード５０の蛇行形状に沿った曲線の断面線
４７における断面形状を算出することができるとともに、溶接ビード５０の蛇行形状に沿
った全長の算出が可能になる。すなわち、断面線は直線に限るものではなく、検査対象の
形状に応じて設定可能であり、スプライン曲線などの自由曲線とすることもできる。
【００５１】
　ここで、前記の断面検査は、検査対象が一つの溶接ビードの例で説明したが、断面検査
は、スリット光の走査範囲内の全体において可能である。したがって、スリット光の走査
範囲内に複数の溶接ビードがあれば、一度のスリット光の走査により、複数の溶接ビード
のすべてについて、断面検査が可能になる。
【００５２】
　図１４は、複数の溶接ビードが形成された被検査物５３をスリット光が走査している様
子を示す断面図である。被検査物５３には、孔５２を囲むように３つの溶接ビード５４～
５６が形成されている。図１４は、スリット光の走査途中の状態を示しており、被検査物
５３の中央部に形状線５７が形成されている。
【００５３】
　スリット光の走査が完了すれば、３つの溶接ビード５４～５６を含む被検査物５３全体
の点群データが得られることになる。このため、一度の点群データの取得により、３つの
溶接ビード５４～５６のすべての断面検査が可能になる。また、溶接ビード１個単位の検
査のみならず、複数の溶接ビードに跨る断面線における断面形状の検査も可能になる。
【００５４】
　以上、本実施形態で説明した形状検査装置１０（図１）は、計測カメラ１４が１個の例
であるが、計測カメラ１４を２個備えたものであってもよい。図１５に別の実施形態に係
る形状検査装置を示している。図１５に示した形状検査装置は、計測カメラ１４ａと計測
カメラ１４ｂの合計２個の計測カメラを用いている点が、図１の形状検査装置１０と異な
っている。
【００５５】
　被検査物上に急峻な凸形状等の突起物が形成されていると、計測カメラの撮像方向が一
方向の場合は、突起物の影の部分が計測できなくなる場合がある。図１５に示した形状検
査装置は、計測カメラ１４ａに加えて、計測カメラ１４ｂを備えている。このことにより
、計測カメラ１４ａのみでは、計測できない突起物の裏側の部分についても、もう一方の
計測カメラ１４ｂにより計測可能になる。
【００５６】
　また、本実施形態では、溶接ビードの形状検査の例について説明したが、検査対象はこ
れに限るものではなく、各種形状の検査に用いることができる。例えば、樹脂成形品の検
査に用いてもよく、航空機の機体の検査に用いてもよい。また、医療分野の検査に用いて
もよく、例えば骨の検査に用いることもできる。
【符号の説明】
【００５７】
　１０　形状検査装置
　１２　撮像光学系
　１３　レーザ光源
　１４，１４ａ，１４ｂ　計測カメラ
　２０，２６，５１，５３　被検査物
　２２，２３，２４，２８　形状線
　３７，４２，４４，４５，４６，４７　断面線
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　２５，５０，５４，５５，５６　溶接ビード
　４３　点群
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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